
○岡山市私立幼稚園における幼稚園型Ⅱ一時預かり事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 保育を必要とする０～２歳児を定期的に預かる私立幼稚園に対して補助を実施し，受

入れを推進するため，予算の範囲内において補助金を交付するものとし，その交付に関して

は，この要綱に定めるもののほか，岡山市補助金等交付規則（昭和４８年市規則第１６号。

以下「規則」という。）に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は，規則で使用する用語の例による。 

２ この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

(1) 幼稚園 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第４条により設置認可された私立幼稚

園 

(2)  一時預かり事業 「一時預かり事業の実施について」（令和６年３月３０日 ５文科初

第２５９２号・こ成保第１９１号）の別紙「一時預かり事業実施要綱」（以下「実施要綱」

という。）「４ 実施方法」に規定されているもののうち「（３）幼稚園型Ⅱ」をいう。 

（補助事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，一時預かり事業と

し，その実施に当たっては，実施要綱によるものとする。ただし，対象児童は市内に居住す

る０～２歳児に限る。 

（補助事業者） 

第４条 補助事業者は，一時預かり事業を実施する私立幼稚園の設置者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当するものは，補助事業者としない。 

(1) 市税を滞納しているもの 

(2) 規則第２０条第１項各号に定める事由により補助金の交付決定の取消しを受け，当該

取消しの日の属する年度の翌年度から起算して１年を経過していないもの 

（補助対象経費） 

第５条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち，補助金の交付額の算定に当たって対象

となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，一時預かり事業の実施に必要な人件費，



給食費その他必要な経費とする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は，私立幼稚園ごとに，補助対象経費の実支出額から徴収金，寄附金その

他の収入金を控除した額と次の各号ごとに算定された額（いずれも児童１人当たりの日額）

の合計額とを比較して，いずれか少ない方の額とする。 

(１) ２歳児 

ア 年間延べ利用児童数が１，５００人以上の施設 

(ア) 基本分 ２，６５０円 

(イ) 長時間加算（８時間を超えた利用） 

・ 超えた利用時間が２時間未満 ３３０円 

・ 超えた利用時間が２時間以上３時間未満 ６６０円 

・ 超えた利用時間が３時間以上 ９９０円 

イ 年間延べ利用児童数が１，５００人未満の施設 

(ア) 基本分 ２，２５０円 

(イ) 長時間加算（８時間を超えた利用） 

・ 超えた利用時間が２時間未満 ２８０円 

・ 超えた利用時間が２時間以上３時間未満 ５６０円 

・ 超えた利用時間が３時間以上 ８４０円 

(２) １歳児 

ア 基本分 ２，２５０円 

イ 長時間加算（８時間を超えた利用） 

・ 超えた利用時間が２時間未満 ２８０円 

・ 超えた利用時間が２時間以上３時間未満 ５６０円 

・ 超えた利用時間が３時間以上 ８４０円 

(３) ０歳児 

ア 基本分 ４，５００円 

イ 長時間加算（８時間を超えた利用） 

・ 超えた利用時間が２時間未満 ５６０円 



・ 超えた利用時間が２時間以上３時間未満 １，１２０円 

・ 超えた利用時間が３時間以上 １，６８０円 

（補助金の交付申請） 

第７条 規則第５条第１項第１号から第４号に規定する書類の提出は要しない。 

２ 規則第５条第１項第５号に規定するその他市長が必要と認める書類は，次のとおりとする。 

(1) 一時預かりの実施状況が明らかになる書類 

(2) 補助事業に係る経費の収支決算書 

(3) 市税を滞納していないことを証明する書類 

（着手届及び完了届の免除） 

第８条 規則第１５条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は要しない。 

（実績報告） 

第９条 規則第１６条第２項の規定により、実績報告書の提出は要しない。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の実施に関し必要な事項は，市長が別に定

める。 

附 則 

この要綱は，平成３０年７月２日から施行し，平成３０年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は，令和４年５月２４日から施行し，令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は，令和４年１０月１８日から施行し，令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は，令和６年５月３１日から施行し，令和６年４月１日から適用する。 

 


